
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

申請手続きについて（脱退届と退職給付金受給申請について） 
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◆事務担当者の方への情報提供や加入者の皆さまへ周知をお願いしたいことなど（ホームページに毎月掲載） 

◆最新情報をメールでお知らせします。  登録はこちらから ⇒ 横浜市社協 メール配信 検索 

横浜市社協 
年金共済キャラクター  
ハッチちゃん 

 

 横浜市社会福祉協議会  
『共済News』  

【発行】 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 施設福祉課 共済担当 
〒231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜市健康福祉総合ｾﾝﾀｰ 7 階 
TEL 045-201-2218（平日 9 時～17 時） FAX 045-201-1661  

① システム入力だけなく、出力した申請書を事務局へ郵送ください。 
＜お手続きについて＞ 

 ■ システムから入力するだけでは、申請手続きは完了しません。 
   入力後、「受給申請書」を印刷し受給者の自署の後、代表者印を押印の上、市社協へ郵送してください。 

■ 受給者の自署が必要です。（本人の押印は不要です） 
■ 電子申請と自署・代表者印押印のある書類を受付後（毎月 10 日締切）、翌月 10 日頃に給付事務 

の委託先銀行であるみずほ信託銀行より、申請者口座に振込されます。 
あわせて、みずほ信託銀行より「給付金支給のお知らせ」の封書が申請者の自宅に届きます。 

 

 

 

 

申請後、「月次帳票印
刷」画面から、所属名
と対象年月を選択し、 
「退職所得申告書」を
クリックすると、その月に
受給申請した方の「退
職所得申告書」が出
力できます。 

②システムから印刷した退職所得申告書は、右上氏名欄への自署が必要です。 
 

 退職所得申告書とは… 
  退職所得申告書は、本人からの申告に基づき、退職一時金（＝退職金）を税額等正しく計算して支給するため、所属 

（法人・施設）へ申請者から提出が必要となるものです。 

  従来の紙申請では、別途様式(旧様式では複写式)にご本人様に記入いただき、所属で保管いただいていました。 

  機能の追加により、システムから退職金受給申請を入力いただくと、退職者の情報を反映した退職所得申告書がシステム 

から出力できるようになりました。 

 ➡出力した「退職所得申告書」は右上氏名欄が空欄となっています。 
   退職金受給申請書の氏名欄と合わせ、自署をいただいてください。 
 
 

 

 

 

 

氏名自署 

加入者様の署名後、施設・団体
様にて保管してください。ただし、 
①特定役員として勤務期間があ
る 
②他の退職手当を受けとっている  
場合、 
①は A・E、②は B・E に必ず 
記入いただき、社協あてに申告書
をご提出ください。 
③受給者様で、住所が国外の場

合もご提出ください。 
※なお、社協あて提出する申告

書には個人番号（マイナンバー）

は記載しないでください。 

A 

B 

E 

 
＜11 月の事務スケジュール＞  

①【提出書類の締切日】 施 設・団 体 ⇒⇒⇒ 社協（共済担当） 11/10 締切 
※10 日が土日祝の場合は前営業日が締切となります。 

②【給付金振込日（10/10〆受付分）】11/10 予定 
 【支給通知書の発送 11/10 振込分】11/10 頃予定 
③【加入者の承認通知書 ・ 掛金請求書等 （11/10 締め受付分）】 

社協（共済担当）11/20 頃発送予定  ⇒⇒⇒⇒  施設・団 体 
 

各種承認通知書など、システムから出力できます。ぜひご活用ください！ 


